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延
喜
二
年
飛
香
舎
藤
花
宴
を
め
ぐ

っ
て

延
喜

二
年

に
開
催

さ
れ
た
藤
花
宴

の
公
的

地
位

に

つ
い
て
検

討
し
た
。

こ
の
藤
花
宴

ま
、

通
説
で
は
和
歌

が
公
的
地
位

を
獲
得
し

た
晴

の
場
と

し
て
理
解
さ

れ
て
い

る

が
、

資
料
を
再
検
討

し
て
、
藤
原
時
平
に
よ
る
献
物
と

い
う

私
的
場
で
あ

っ
て
、
和
歌

の
公

的

地
位
獲
得

の
場
と

は
評
価

で
き

な

い
こ

と
、
ま

た
、

こ
の
藤
花
宴

に

つ
い
て
記
す

『延

喜
御
記
』

の
記

述
か
ら
も
、

醍
醐
天
皇

が
和
歌
を
高
く

評
価
し
、

和
歌

の
勅
撰

に

強

い
意
志
を

持

っ
て

い
た
と

は
考
え

が
た

い
こ
と

な
ど
を
指

摘
し
た

。

一
般

に
、
宇

多

・
醍
醐
朝

に
和

歌
が
公
的
地
位

を
得
、
そ

の
結
果
、

『古

今
和
歌
集
』

の
勅
撰

に
結

び

つ
く
と

い
わ
れ

る
が
、
延
喜

二
年

の
藤
花
宴

の
地
位
、

『
古
今
集
』

に
お
け
る
作
者

層

か
ら
も
、
和
歌

の
地
位
は
必
ず
し
も
高

い
と
は

い
い
難

い
こ
と
を
述
べ
た
。

は
じ
め
に

『古
今
和
歌
集
』
編
纂

の
直
前
に
当
た
る
延
喜
二
年
、
飛
香
舎

で
藤
花
宴
が
開

催
さ
れ
た
。
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
和
歌
が
中
心
で
あ

っ
た
た
め
か
、
和
歌

が
公
的
地
位
を
獲
得
し
た
場
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

*

滝

川

幸

司

(1
)

山
口
博
氏
は
、
「
こ
の
藤
花
宴
は
天
皇
以
下
侍
臣

の
出
席
を
み
る
公
宴
で
あ
る
。

後
宮
に
お
い
て
詠
歌
を
伴
う
公
宴
の
開
催
は
例
を
み
な
い
。
後
宮
の
文
学
で
あ

っ

(
2
)

た
和
歌
が
公
的
文
学

の
待
遇
を
得
た
宴
で
あ
る
」
と

い
い
、
村
瀬
敏
夫
氏

は
、

「
こ
こ
で
従
来

の
公
宴
に
付
き
物
で
あ

っ
た
賦
詩
が
な
さ
れ
ず
に
、
和
歌
の
み
が

よ
ま
れ
た
の
は
異
例
で
あ
る
が
、
場
所
が
女
性
中
心
の
後
宮
で
あ
り
、
し
か
も
藤

花
宴
と
い
う
前
例
の
な
い
行
事
な
の
で
、
こ
の
異
例
も
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
藤
花
宴
が
後
宮
に
お
け
る
最
初
の
公
的
な
和
歌
行
事
と
し
て
催
さ
れ
た

こ
と
は
、
列
席
者
に
和
歌
の
公
的
意
義
を
喚
起
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
と
も
に
、
こ
の
藤
花
宴
が

「公
宴
」
で
あ
り
、
和
歌
が
公

的
な
地
位
を
獲
得
し
た
場
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

(3
)

こ
の
藤
花
宴
開
催
の
目
的
は
、
田
中
喜
美
春
氏
が
、
「延
喜
二
年
三
月
二
十
日
、

時
平

の
奏
請
に
よ
り
、
天
皇
の
臨
席
を
得
て
、
飛
香
舎
藤
花
宴
が
開
催
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
時
平
の
同
母
妹
穏
子
の
入
内

一
周
年
を
期
し
て
、
そ
の
地
位
を
確
実
に

す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
、
史
上
初

の
藤

花
宴
で
あ

っ
た
。
こ
の
曲
宴

で
は
、

「飛
香
舎
藤
花
和
歌
」

の
題
の
も
と

に
、
歌
が
詠
ぜ
ら
れ
、
醍
醐
天
皇
の
詠
作
も

伝
存
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
藤
原
穏
子
入
内

一
周
年
を
記
念
し

て
開
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
こ
の
見
解
が
通
説
と
な

っ
て
い
る
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よ
う
で
あ
る
。

バき

近
年
で
は
、
史
家
の
木
村
茂
光
氏

が
、
「穏
子
の
入
内

一
周
年
記
念
を
標
榜
し

つ
つ
も
、
時
平
自
身
が
、
天
皇
を
迎
え

て
群
臣
と
と
も
に
自
分
の
新
制
を
祝
う
こ

と
に
あ

っ
た
」
と
、
穏
子
入
内

一
周
年
は
表
向
き
の
理
由
で
、
時
平
の
新
制
を
祝

う
宴
で
あ
る
と
の
考
え
を
提
示
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
藤
花
宴

に
お

い
て
、
『古
今
和
歌
集
』
勅
撰
の
建
議
が
出
さ
れ
た

ハゑ

と
の
意
見
も
あ
る
。
熊
谷
直
春
氏
は

、
「
古
今
和
歌
集
』
撰
集
開
始
日
を
延
喜

二

年
四
月
六
日
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

延
喜
二
年
四
月
六
日
に
は
、
実
際

に
は
撰
集
作
業
に
は
い
っ
た
と
い
う
よ
り
、

こ
れ
か
ら
の
方
針
に

つ
い
て
話

し
合

っ
た
編
集
会
議
の
よ
う
な
状
況
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
奉
詔
の
時
期

は
、
こ
の
日
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
そ
う

遠
く
は
あ
る
ま

い
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
期
を
、
私
論
で
は
、
同
年
三

月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
飛
香
舎

の
藤

の
花
の
宴
の
あ
た
り
と
推
定
し
て
い

る
。
…
…
、
そ
の
時
の
歌
は
、
御

製

・
藤
原
敏
行

・
定
方
の
作
が

『新
古
今

集
』

(
一
六
三
)
、
『新
千
載
集
』

(
一
七
九
)
、
「新
続
古
今
集
』
(
一
九
七
)

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
時
平
を

は
じ
め
群
臣
す
べ
か
ら
く
披
露
に
及
ん
だ

も
の
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
顔

ぶ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
夜
に
和
歌
勅
撰

の
事
が
内
々
に
話
題
に
の
ぼ
っ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
こ

の
こ
ろ
撰
者
た
ち
は
、
す
で
に
時

平
の
知
遇
を
得
て
お
り
、
醍
醐
天
皇
-
時

平
-
撰
者
と
結
ば
れ
た
、
和
歌
勅
撰
の
事
業
の
機
運
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
た

こ
ろ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

…
…
、
藤
の
花
の
宴
の
こ
ろ
に
、
す
で
に

撰
集

の
作
業
が
内
御
書
所
で
始
ま
っ
て
お
れ
ば
、
あ
る
い
は
召
さ
れ
る
機
会

が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
憶
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
か

っ
た

様
子
を
見
る
と
、
や
は
り
撰
集
は
そ
の
後

の
事
と
思
わ
れ
、
…
…
、
延
喜
二

年
四
月
六
日
を
、
そ
う
遠
く
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
ろ
に
、
奉
詔
の
時
期
を
求

め
て
み
る
と
、
そ
れ
よ
り
十
四
日
ば
か
り
前
の
三
月
二
十
日
の
藤
の
花
の
宴

の
こ
ろ
が
、
最
も
可
能
性
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
延
喜
二
年
の
藤
花
宴
は
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
論
考
で
は
、
こ
の
藤
花
宴
に
関
す
る
資
料
の
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

{6
)

て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
橋
本
不
美
男
氏
が
既
に
詳
細
に
考
証
を
加
え
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
る
が
、
前
掲
諸
氏
の
見
解
も
基
本
的
に
は
橋
本
氏
の
論
を
継
承
し
た
も

の
で
あ
る
。

和
歌
の
地
位
に
関
し
て
は
、
橋
本
氏
は
、
「規
模
か
ら
み
て
公
宴
の
形
態
で
あ

り
、
王
卿
侍
臣
の
参
加
を
み
て
い
る
の
で
、
密
宴
で
は
な
く
晴
の
曲
宴
で
あ
る
こ

と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
」
と
、
ま
た
、
穏
子
の
入
内

一
周
年
記
念
と
い
う
開
催
目

的
に
し
て
も
、
「
延
喜
二
年
三
月
は
穏
子
入
内
満

一
年
目
に
当
た
り
、
兄
左
大
臣

時
平
は
摂
関
に
準
ず
る
内
覧
の
職
に
あ
る
。
…
…
、
時
平
は
、
穏
子
の
正
妃
に
準

ず
る
身
位
を
確
実
に
す
る
た
め
、
…
…
、
花
宴
に
準
じ
て
飛
香
舎
に
観
藤
花

の
曲

宴
を
奏
請
し
、
献
物
に
よ

っ
て
そ
の
費
を
あ
が
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と

論
じ
て
い
る
。

橋
本
氏
は
、
藤
花
宴
の
関
係
資
料
を
具
体
的
に
取
り
あ
げ
て
、
こ
う
し
た
結
論

を
導
い
て
い
る
の
だ
が
、
改
め
て
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
橋
本
氏

の
見
解
及
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び
そ
れ
を
継
承
し
た
諸
氏
の
論
考
に

つ
い
て
再
考
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
藤
花
宴
に
つ
い
て
の
資
料
を
再
検
証
す
る
こ
と

で
、
こ
の
宴
の
性
格
、
殊
に
和
歌
の
公
的
地
位
獲
得
の
場
と
し
て
の
理
解
が
妥
当

で
あ
る
か
否
か
と

い
う
点
を
中
心
に
考
え
て
い
き
た
い
。

一
、

延
喜
二
年
の
藤
花
宴
に
関
し
て
は
、
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
比
較
的
詳
細

な
記
事
が
残
る
。
『延
喜
御
記
』

(『河
海
抄
』
宿
木
所
引
)
と
、
『西
宮
記
』

(巻

八

・
臨
時
乙

・
宴
遊
)
所
引
の
記
録
で
あ
る
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
橋
本
氏
の
論

に
従

っ
て

「不
知
記
」
と
呼
ん
で
お
く

が
、
こ
の
二
つ
が
基
本
資
料
と
な
る
。
以

下
に
そ
の
二
つ
を
掲
出
す
る
。

『延
喜
御
記
』

飛
香
舎
藤
宴
事

延
喜
二
年
三
月
廿

御
記
云
、
此
日
、
左
大
臣
飛
香
舎
藤
花
下
有
献
物
事
。
執
献

物
。
称
菅
根
献
御
賛
。
可
為
作
御
息
所

宣
旨
別
当
也
。
而
後
列
坐
藤
花
下
、
盃
酒

数
巡
。
後
左
大
臣
殊
仰
右
大
将
令
献
題
目
。
飛
香
舎
藤
花
和
歌
。
則
左
大
臣
置
御

(7
)

(6
H

硯
厘
奉
手
跡
厘
。
暫
献
横
笛
和
琴
。
其
横
笛
箱
是
承
和
遺

物
耳
。
酒
盃
間
、
挙

群
臣
酩
酊
。
管
絃
歌
舞
乱
。
召
敦
固
親

王

・
備
前
介
忠
房
令
吹
横
笛
。
暫
給
禄
群

臣
有
差
。

延
喜
二
年
三
月
廿

御
記
に
云
は
く
、
此
の
日
、
左
大
臣
飛
香
舎
の
藤
花

の

下
に
て
献
物
の
事
有
り
。
献
物
を
執
る
。
菅
根
に
称
ひ
て
御
賛
を
献
ぜ
し
む
。

御
息
所
と
作
す
宣
旨
を
為
る
べ
き
別
当
也
。
而
し
て
後
藤
花

の
下
に
列
坐
し
、

盃
酒
数
巡
す
。
後
左
大
臣
殊
に
右
大
将
に
仰
せ
て
題
目
を
献
ぜ
し
む
。
飛
香

舎
藤
花
和
歌
。
則
ち
左
大
臣
御
硯
厘
を
置
き
手
跡
の
厘
を
奉
る
。
暫
く
し
て

横
笛
和
琴
を
献
ず
。
其
の
横
笛
の
箱
は
是
れ
承
和
の
遺
物
な
る
耳
。
酒
盃
の

間
、
群
臣
挙
り
て
酩
酊
す
。
管
絃
歌
舞
乱
る
。
敦
固
親
王

・
備
前
介
忠
房
を

召
し
て
横
笛
を
吹
か
し
む
。
暫
く
し
て
禄
を
群
臣
に
給
ふ
に
差
有
り
。

(『河
海
抄
』
宿
木
)

「不
知
記
」

藤
花
宴

延
喜

二
一二
廿
於
飛
香
舎
覧
藤
花
。
左
大
臣
献
物

く
給
御
厨
子
所
V。
供
御
膳
王
卿

侍
臣
。
着
座

く
公
卿
砺
下
/
侍
臣
花
下
V。
大
臣
貢
御
本
笛
硯
琴

く
入
筥

V。
給
紙

筆
。
献
序
。
御
弾
琴
。
大
臣
奏
唱
歌
。
召
所
楽
器
奏
楽
。
大
臣
大
鼓
、
忠
房
笛
。

御
平
座
。
大
臣
舞
。
中
宮
被
出
銀
籠
二
捧

〈付
藤
花
〉。
事
了
賜
禄
。

延
喜

二
一二
廿
飛
香
舎
に
於
て
藤
花
を
覧
る
。
左
大
臣
献
物
す

〈
御
厨
子
所
に

給
ふ
〉。
御
膳
を
王
卿
侍
臣
に
供
す
。
着
座

く
公
卿
劒
の
下
/
侍
臣
花
の
下
V。

大
臣
御
本

・
笛

・
硯

・
琴
を
貢
す

〈
筥
に
入
る
〉。
紙
筆
を
給
ふ
。
序
を
献

ず
。
御
弾
琴
。
大
臣
唱
歌
を
奏
す
。
所

の
楽
器
を
召
し
て
楽
を
奏
す
。
大
臣

大
鼓
、
忠
房
笛
。
平
座
に
御
す
。
大
臣
舞
ふ
。
中
宮
銀
籠
二
捧
を
出
だ
さ
る

〈
藤
花
に
付
す

〉。
事
了
り
て
禄
を
賜
ふ
。(『西

宮
記
』
巻
八

・
臨
時
乙

・
宴
遊
)
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他
に
、
『
日
本
紀
略
』
同
日
条
に
も

「
三
月
廿
日
。
飛
香
舎
に
於
て
藤
花
宴
有

り
」
と
わ
ず
か
な
が
ら
記
事
が
残
る
が
、
前
掲
二
つ
が
基
本
資
料
と
な
る
。

藤
花
宴
の
性
格
を
判
断
す
る
に
は
、

こ
れ
ら
の
資
料
を
で
き
る
限
り
丁
寧
に
読

む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
は
、
お
お
む
ね
同
様

の
内
容
を
記
す

が
、
記
事
の
繁
簡
も
あ
り
、
単
独
で
は
理
解
で
き
な

い
部
分
も
あ
る
。
組
み
合
わ

せ
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
二
つ
の
資
料
を
対
比
さ
せ
、
概
要

を
記
し
、
便
宜
的
に
番
号
を
付
す
。

な
お
、
「御
」
は

『延
喜
御
記
』
の
、
「不
」

は

「不
知
記
」

の
略
称
で
あ
る
。

1

こ
の
日
、
飛
香
舎
に
て
左
大
臣
時

平
の
献
物
の
儀
あ
り
。
左
大
臣
の
献
じ
た

御
賢
を
御
厨
子
所
に
付
す
。

御

延
喜
二
年
三
月
廿

御
記
云
、
此
日
左
大
臣
飛
香
舎
藤
花
下
有
献
物
事
。
執

不

延
喜

二
一二
廿
於
飛
香
舎
覧
藤
花
。
左
大
臣
献
物

く
給
御
厨
子
所
V。

御

献
物
。
称
菅
根
献
御
賛
。

不御

可
為
作
御
息
所
宣
旨
別
当
也
。

不不 御2

御
賛
の
献
上
の
後
、
藤
花
の
下
に
て
王
卿
侍
臣
に
御
膳
。

而
後
列
坐
藤
花
下
盃
酒
数
巡
。

供
御
膳
王
卿
侍
臣
。
着
座

〈
公
卿
醐
下
/
侍
臣
花
下
〉。

不 御 不 御 不 御3不 御4不 御5不 御6

手
本

・
硯

・
横
笛

・
和
琴
を
献
上
。

後
左
大
臣
殊
仰
右
大
将
令
献
題
目
。
飛
香
舎
藤
花
和
歌
。
則
左
大
臣
置
御
硯

大
臣
貢
御
本
笛

厘
奉
手
跡
匝
。
暫
献
横
笛
和
琴
。

硯
琴

く
入
筥

V。

其
横
笛
箱
是
承
和
遺
物
耳
。

献
上
の
後
、
宴
飲
。酒

盃
間
、

給
紙
筆
。
献
序
。

挙
群
臣
酩
酊
。

所

(楽
所
か
)
の
楽
器
を
召
し
て
奏
楽
。

召
敦
固
親
王

・
備
前
介
忠
房

・
令
吹
横
笛
。

召
所
楽
器
奏
楽
。
大
臣
大
鼓
、
忠
房
笛
。

管
絃
歌
舞
乱
。

御
弾
琴
。
大
臣
奏
唱
歌
。

天
皇
、
平
座
に
移
り
、
時
平
の
舞
あ
り
。
中
宮
、
銀
籠
を
出
す
。

御
平
座
。
大
臣
舞
。
中
宮
被
出
銀
籠
二
捧

く
付
藤
花
V。

7

賜
禄
。

御

暫
給
禄
群
臣
有
差
。
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不

事
了
賜
禄
。

一
一
、

原
朝
臣
時
平
の
加
冠
拝
爵
を
賀
す
る
也
。
宴
畢
り
て
後
、
時
平
に
御
衣

一
襲
を
賜
ふ
。

(『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
二
年
正
月
)

1

こ
の
日
、
飛
香
舎
に
て
左
大
臣
時
平
の
献
物
の
儀
あ
り
。
左
大
臣
の
献
じ
た

御
賛
を
御
厨
子
所
に
付
す
。

最
初
に
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
資
料
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
藤
花
宴
が
、
「
献
物
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
献
物
に
つ
い

(
9
)

て
は
、
目
崎
徳
衛
氏
の
論
に
詳
細
だ
が
、
臣
下
か
ら
天
皇

へ
の
財
物
献
上
儀
礼
の

こ
と
を

い
う
。
そ
の

一
例
を
あ
げ
て
お

こ
う
。
仁
和
二
年
正
月
二
十
日
に
行
わ
れ

た
、
太
政
大
臣
藤
原
基
経
か
ら
光
孝
天
皇

へ
の
献
物
で
あ
る
。

廿
日
庚
子
。
太
政
大
臣
献
物
。
飯
六
十
櫃

・
酒
六
十
缶

・
魚
六
十
缶

・
菜
六

十
缶

・
納
衣
物
韓
櫃
廿
合
、
置
陳
於
仁
寿
殿
東
庭
。
供
御
器
物
、
金
銀
華
美
。

糸
竹
備
奏
。
清
和
太
上
天
皇
第
八
皇
子
貞
数
親
王
及
四
位
已
上
子
童
艸
者
十

許
人
、
在
前
教
習
。
是
日
出
舞
。
群
臣
歓
沿
、
通
宵
楽
飲
。
賀
正
五
位
下
藤

原
朝
臣
時
平
賀
加
冠
拝
爵
也
。
宴
畢
之
後
、
賜
時
平
御
衣

一
襲
。

廿
日
庚
子
。
太
政
大
臣
物
を
献
ず
。
飯
六
十
櫃

・
酒
六
十
缶

・
魚
六
十

缶

・
菜
六
十
缶

・
衣
物
を
納

る
る
韓
櫃
廿
合
、
仁
寿
殿
東
庭
に
置
き
陳

ぶ
。
供
御

の
器
物
、
金
銀
華
美
な
り
。
糸
竹
備
に
奏
す
。
清
和
太
上
天

皇
第
八
皇
子
貞
数
親
王
及
び

四
位
已
上
子
童
艸
者
十
許
人
、
在
前
教
習

す
。
是
の
日
出
で
舞
ふ
。
群
臣
歓
沿
く
、
通
宵
楽
飲
す
。
正
五
位
下
藤

飯
六
十
櫃
を
始
め
様
々
な
財
物
が
献
上
さ
れ
、
音
楽

・
飲
酒
の
宴
が
催
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
献
物
は
、
引
用
文
末
尾
に

「正
五
位
下
藤
原
朝
臣
時
平
の
加

冠
拝
爵
を
賀
す
る
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
時
平
の
元
服
に
関
わ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

時
平
の
元
服
は
、
仁
和
二
年
正
月
二
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が

(『
日
本
三
代
実
録
』

同
日
条
∀
、
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
、
天
皇
自
ら
が
冠
を
被
せ
る
と
い
う
異
例
の
元
服

で
あ

っ
た
。
正
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
基
経
の
献
物
は
、
こ
の
天
皇
の
特
別
な
行

為
に
対
す
る
謝
礼
の
意
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

献
物
は
、
こ
の
よ
う
な
、
天
皇

へ
の
財
物
献
上
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
基
経
の

献
物
は
、
子
息
時
平
の
元
服
に
対
す
る
謝
意
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
献
物
の
理

由
は
、
目
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
「叙
位
ま
た
は
殊
遇
を
求
め
る
目
的
、
叙
位

・
殊
遇

の
謝
意
表
明
、
造
営

・
遷
居
の
祝
賀
、
病
気
見
舞

い
等
の
慰
問
、
遊
猟

・
遊
幸
の

歓
待
、
誕
生

・
元
服

・
立
后

・
算
賀
等
の
祝
賀
等
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

基
経

の
献
物
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
理
由
が
通
例
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
延
喜

二
年
の
藤
花
宴
が
、
穏
子
入
内

一
周
年
を
記
念
し
た
と
考
え
る
こ
と
に

は
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
皇
の
后
妃
に
関
し
て
は
、
立
后
な
ど
な

ら
ば
と
も
か
く
、

一
女
御
の
入
内

一
周
年
を
祝
う
と

い
う
こ
と
は
、
考
え
に
く
い

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
は
難

し
か
ろ
う
。
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や
は
り
、
開
催
理
由
は
穏
子
で
は
な
く
、
献
物
を
行

っ
た
時
平
自
身

に
あ
ろ
う
。

こ
の
年
の
正
月
二
十
入
日
に
、
時
平
は
封
二
千
戸
を
賜

っ
て
い
る

(『公
卿
補
任
』

延
喜
二
年
左
大
臣
時
平
)
。
恐
ら
く
こ

の
こ
と

へ
の
謝
意
と
し
て
献
物
を
行

っ
た

と
考
え
る
の
が
、
献
物
の
通
例
か
ら
し
て
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。

献
物
は
、
臣
下
か
ら
天
皇

へ
の
財
物
献
上
儀
礼
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、

臣
下
か
ら
天
皇

へ
の
個
人
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
目
崎
氏
は
、
「私
的

・
遊

戯
的

・
享
楽
的
性
格
」
を
持

つ
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
の
基
経
の
献
物
に
し
て
も
、

子
息

の
元
服
加
冠

へ
の
謝
意
で
あ
る
。
私
的
な
行
為
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
藤
花
宴
を
、
諸
氏
が

「公
宴
」
と
呼
び
、
和
歌
の
公
的
地
位
獲
得
の
場
と
考

え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
疑
問

で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
献
物

は
、
時
平
か
ら
醍
醐

へ
の
、
殊
遇
に
対
す
る
謝
意
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
藤
花
宴
を
理
解
す
る
上
で
、
献
物
が
私
的
儀
礼
で
あ
る
こ
と
は
、
第

一
に
念

頭
に
置

い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
部
分
に
は
ま
だ
問
題
が
あ

る
。
「
菅
根

に
称
ひ
て
御
賛
を
献
ぜ
し
む
」

(『御
記
』)
、
「〈
御
厨
子
所
に
給
ふ
〉」

(「不
知
記
」
)
の
部
分
で
あ
る
。
橋
本
氏
は

次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

左
大
臣
は
、
献
物
の
う
ち
、
菅
根

(菅
根
鳥
キ
ジ
)
と
云

っ
て
貢
物
を
献
じ

た
。
こ
れ
は
御
息
所
の
別
当
か
宣
旨
に
調
進
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
と

い
っ

た
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ

・
に
御
息
所
が
記
名
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ

き
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
続
く

「可
為
作
御
息
所
宣
旨
別
当
也
」
も
含
め
た
考
証
だ
が
、
橋
本

氏
は
、
「
菅
根
」
を
献
物
の

一
つ
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

部
分
は
、
次
の

『西
宮
記
』
の
記
述
を
重
ね
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

於
射
場
殿
有
献
物
事
時
、
王
卿
以
下
取
献
物
、
入
自
月
華
門
、
列
射
場
殿
南

方

〈
西
上
北
面

〉。
上
卿

一
人
留
御
前
座
。
問
云
、
何
物
。
貫
首
人
称
唯
申

献
人
井
物
名
。
上
卿
云
、
膳
部

〈
ホ
〉
給

く
へ
V。
或
時
上
卿
云
、
御
厨
子

く
ホ

V
給

〈
へ
〉
云
。
即
持
献
物
之
人
、
称
唯
直
渡
御
前
経
侍
所
前
付
御
厨

子
所
膳
部
云
々
。

五
月
節
駒
牽
、
右
府
献
物
之
問
、
王
卿
以
下
、
執
献
物
、
出
自
北
方
、
列

立
庭
中
。
上
卿
問
云
、
何
物
。
第

一
人
申
云
、
右

く
乃
V
司

く
乃
V
献
御
賛

云
々
。射

場
殿
に
於
て
献
物
の
事
有
る
時
、
王
卿
以
下
献
物
を
取
り
て
、
月
華

門
自
り
入
り
て
、
射
場
殿
の
南
方

〈
西
上
北
面

〉
に
列
ぶ
。
上
卿

一
人

御
前
の
座
に
留
る
。
問
ひ
て
云
ふ
、
何
物
ぞ
、
と
。
貫
首
人
称
唯
し
て

献
人
井
び
に
物
名
を
申
す
。
上
卿
云
く
、
膳
部

く
ホ
V
給

く
へ
V、
と
。

或
る
時
上
卿
云
く
、
御
厨
子

く
圷

V
給

〈
へ
〉
と
云
ふ
。
即
ち
献
物
を

持

つ
人
、
称
唯
し
て
直
ち
に
御
前
を
渡
り
侍
所
の
前
を
経
て
御
厨
子
所

の
膳
部
に
付
す
と
云
々
。

五
月
節
駒
牽
、
右
府
献
物
の
間
、
王
卿
以
下
、
献
物
を
執
り
、
北
方

自
り
出
で
、
庭
中
に
列
立
す
。
上
卿
問
ひ
て
云
ふ
、
何
物
ぞ
、
と
。
第

一
人
申
し
て
云
ふ
、
右

〈
乃
〉
司

〈
乃
〉
献
ず
る
御
賛
と
云
々
。
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(「西
宮
記
』
巻
八

・
臨
時
乙

・
献
物
事
)

献
物
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
上
卿
が
献
物
を
持

っ
た
王
卿
以
下
に
、

献
物
に
つ
い
て

「何
物
ぞ
」
と
尋
ね

る
。
そ
れ
に
対
し
て

「献
人
」
と

「献
物
」

の
名
を
答
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
上
卿
が

「膳
部
に
給

へ
」
と
、
ま
た

「
或
る
時
、
上
卿
云
く
、
御
厨
子
に
給

へ
と
云
ふ
」
と
あ
る
。
引
用
文
末
尾

の

「
上
卿
問
ひ
て
云
ふ
、
何
物
ぞ
、
と
。
第

一
人
申
し
て
云
ふ
、
右
の
司
の
献
ず
る

御
賛
と
云
々
」
と
い
う
の
と
同
様
で
、

つ
ま
り
、
献
上
さ
れ
た
御
賛
が
御
厨
子
所

に
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
献
物

で
は
、
献
上
さ
れ
た
物
品
の
中
で

「賛
」

が
御
厨
子
所
に
下
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
『御
記
』
の

「御
賛
」
、
「
不
知
記
」

の

「御
厨
子
所
に
給
ふ
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
藤
花
宴
の
問
題
の
部
分
は
、
『西

宮
記
』
の
こ
こ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
『御
記
』
で

「菅
根
に
称
ひ

て
御
賛
を
献
ぜ
し
む
」
と

い
う

の
は

、
『西
宮
記
』
の

「即
ち
献
物
を
持

つ
人
、

称
唯
し
て
直
ち
に
御
前
を
渡
り
侍
所
の
前
を
経
て
御
厨
子
所
の
膳
部
に
付
す
」
と

記
さ
れ
る
、
献
物

(賢
)
を
御
厨
子
所

に
渡
す
行
為
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
橋
本
氏
は

「菅
根
」
を
キ
ジ
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
人
名

で
、
藤
原
菅
根
を
指
し
、
醍
醐
天
皇
が
、
そ
の
菅
根
に
命
じ
て
、
献
上
さ
れ
た
賢

を
受
け
取
ら
せ
、
御
厨
子
所
に
下
し
た
の
だ
と
理
解
す
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
「西

宮
記
』
で
は
、
献
物
を
持

つ
人
が
そ
の
ま
ま
御
厨
子
所
に
付
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

こ
こ
で
は
、
菅
根
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『御
記
』
に
は
こ
の
文
章
に
続
け
て

「可
為
作
御
息
所
宣
旨
別
当
也
」
と
書
か

れ
る
。
橋
本
氏
は
、
前
掲
し
た
よ
う
に

「御
息
所
の
別
当
か
宣
旨
に
調
進
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
が
、
私
見
は
異
な
る
。

こ
こ
は
、
「御
息
所
と
作
す
宣
旨
を
為
る
べ
き
別
当
也
」
と
訓
み
、
穏
子
を
御

息
所

(11
女
御
)
に
す
る
た
め
の
宣
旨
を
作
る
責
任
者
で
あ
る
と
、
藤
原
菅
根
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
文
章
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

醍
醐
は
菅
根
に
命
令
し
て
献
物
を
受
け
取
ら
せ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
菅
根
と
は
穏

子
を
女
御
に
す
る
宣
旨
を
作

っ
た
責
任
者
で
あ

っ
た
、
と
い
う
文
脈
だ
と
思
う
の

バむ

で
あ
る
。
試
み
に
口
語
訳
す
れ
ば
、
「菅
根
に
命
じ
て
御
賛
を
献
上
さ
せ
る
。
(そ

の
菅
根
は
穏
子
を
)
御
息
所
と
す
る
た
め
の
宣
旨
の
責
任
者
で
あ
る
」
と
な
ろ
う

か
。
女
御
の
宣
旨
は
、

一

親
王

・
女
御

二

世
源
氏
等
事

上
卿
奉
勅
仰
弁
官
。
但
、
至
親
王

・
女
御
等
事
即
日
外
戚
公
卿
以
下
於
射
場

殿
奏
賀
由
拝
舞
。

上
卿
勅
を
奉
じ
て
弁
官
に
仰
す
。
但
し
、
親
王

・
女
御
等
の
事
に
至
り

て
は
、
即
日
外
戚
公
卿
以
下
射
場
殿
に
於
て
賀
の
由
を
奏
し
拝
舞
。

(『西
宮
記
』
(大
永
本
)
第
九

・
臨
時

・
宣
旨
事
)

と
、
弁
官
に
命
令
が
下
さ
れ
、
弁
官
が
女
御
の
宣
旨
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

穏
子
の
女
御
宣
下
に
つ
い
て
は
資
料
が
残
ら
な

い
が
、
時
代
の
近

い
例
と
し
て
藤

原
佳
珠
子
の
女
御
宣
下
の
太
政
官
符
を
あ
げ
れ
ば
、
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太
上
官
符

中
務

・
大
蔵

・
宮
内
等
省

元
位
藤
原
朝
臣
佳
珠
子

右
女
御
如
件
、
省
宜
承
知
、
符
到
奉
行

参
議
右
大
弁
兼
行
讃
岐
守
藤
原
朝
臣

左
大
史
正
六
位
上
長
統
朝
臣

貞
観
十
五
年
十

一
月
廿
六
日

(『諸
官
符
案
宣
旨
方
』
(『皇
室
制
度
史
料

后
妃
』
所
引
))

と
、
参
議
右
大
弁

(藤
原
家
宗
)
が
責

任
者
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。
穏
子
が
女

御
と
な

っ
た
の
は
、
延
喜
元
年
三
月

(『
日
本
紀
略
』
、
但
し
日
未
詳
)
だ
が
、
菅

根
は
、
同
年
三
月
十
五
日
に
権
左
中
弁
と
な

っ
て
お
り

(『公
卿
補
任
』
延
喜
八

年
参
議
菅
根
尻
付
)
、
穏
子
の
女
御
宣
旨
の
責
任
者
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
『御
記
』
の
み
に
見
え
、
「
不
知
記
」
に
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

醍
醐
の
個
人
的
な
意
識
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
穏
子

の

こ
と
が
記
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
藤
花
宴

が
、
穏
子
の
兄

・
時
平
の
献
物
で
も
あ
る

こ
と
か
ら
、

一
年
前
に
穏
子
が
女
御
と
な

っ
た
こ
と
が
醍
醐
の
頭
に
過
ぎ

っ
た
と

い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
、
私
見
を
述
べ
た
が
、
こ
の
部

分
、
内
容
は
明
確
で
は
な
い
。
取
り
あ
え

ず
は
、
穏
子
入
内
と
関
わ
ら
せ
て
読
解

し
た
が
、
女
御
宣
下
の
官
符
を
制
作
す
る

責
任
者
の
こ
と
を
、
果
た
し
て

「別
当
」
と
呼
ぶ
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
、
こ

の
推
測
は
、
憶
測
に
留
め
る
他
な
い
。

2

御
費
の
献
上
の
後
、
藤
花
の
下
に
て
王
卿
侍
臣
に
御
膳
。

橋
本
氏
は

「規
模
か
ら
み
て
公
宴

の
形
態
で
あ
り
、
王
卿
侍
臣
の
参
加
を
み
て

い
る
の
で
、
密
宴
で
は
な
く
晴

の
曲
宴

で
あ
る
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
」
と
、

王
卿
侍
臣
の
参
加
を
重
視
し
て
、
こ
の
藤
花
宴
を
晴
の
場
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
橋
本
氏
の
見
解
が
、
現
行

の
通
説
に
お

い
て
、
こ
の
藤
花
宴
が
公
的
な
和
歌

会
で
あ
る
と
さ
れ
る
根
拠
と
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
掲
山
ロ
氏
の

「
こ
の
藤

花
宴
は
天
皇
以
下
侍
臣
の
出
席
を
み
る
公
宴
で
あ
る
」
と

い
う
言
説
な
ど
は
、
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
王
卿
侍
臣
の
参
加
は
、
そ
の
場
が
、
公
的

で
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
的
か
否
か
の
判
断
基
準
は
、
主

催
者
、
開
催
の
場
、
開
催
意
図
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
、
参
加
者
に
よ
る

　な

も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
晴
の
歌
合
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
天
徳
内
裏
歌
合
は
、

天
皇
の
主
催
で
、
多
く
の
公
卿
が
参
加
し
て
い
る
が
、
開
催
の
場
が
清
涼
殿
西
廟

と
い
う
女
房
の
場
で
あ
り
、
ま
た
、
『
天
暦
御
記
』

の
冒
頭
に

「女
房
歌
合
」
と

記
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
房
の
歌
合
な
の
で
あ
り
、
晴
の
歌
合
と
理
解
す
る
こ
と
は

(
12
>

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
藤
花
宴
で
も
同
様
で
あ
る
。
も

っ
と
も
開

催
の
場
の
飛
香
舎
は
後
宮
だ
が
、
後
宮
と

い
う
場
は
必
ず
し
も
私
的
で
あ
る
根
拠

に
は
な
ら
な

撃

で
は
・
公
的
な
宴
で
あ

っ
た
か
と

い
え
ば
・
そ
う
で
は
な
い
・

開
催

の
場

・
主
催
者
だ
け
か
ら
は
公
的
と
も
い
え
る
が
、
開
催
意
図
を
考
慮
す
れ

ば
、
先
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
『延
喜
御
記
」
や

「
不
知
記
」
の
冒
頭
に
見
ら
れ

た
よ
う
に
、
「献
物
」
な
の
で
あ
り
、
時
平
の
、
醍
醐

へ
の
謝
意
を
示
す
場
と
し

て
ま
ず
は
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
藤
花
宴
は
、
王
卿

侍
臣
の
参
加
を
見
る
け
れ
ど
も
、
宴
の
性
格

・
目
的
と
し
て
は
、
時
平
に
よ
る
献
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物
で
あ
り
、
時
平
の
企
画
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

天
皇
主
催
の
公
的
な
場
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
難
し

い
と
思
わ
れ
る
。

3

手
本

・
硯

・
横
笛

・
和
琴
を
献
上
。

こ
の
部
分
が
、
通
説
で
は
和
歌
会

の
中
心
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
橋
本
氏
は
、

「盃
酒
数
巡

の
の
ち
に

「
左
大
臣
殊
仰
右
大
将
令
献
題
目
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
当
座
に
時
平
が
定
国
に
命
じ
て
献
題
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
定
国
が
献

じ
た

「
飛
香
舎
藤
花
和
歌
」

の
歌
題
の
も
と
に
序
も
付
け
ら
れ

(恐
ら
く
序
も
定

国
で
あ
ろ
う
)
、
弾
琴
の
も
と
に
歌
が
披
露
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
氏
は
、

3
、
4
を
繋
げ
て
和
歌
披
講
の

一
連
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
分
け
て

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

「
不
知
記
」
に

「
大
臣
、
御
本

・
笛

・
硯

・
琴
を
貢
す

〈
筥
に
入
る
〉」
と
あ

る
よ
う
に
、
御
本

・
笛

・
硯

・
琴
が
箱

に
入
れ
ら
れ
て
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
『御
記
』
で
は
、
題
目
が
書
か
れ
た
後
に
、
左
大
臣
時
平
が
、
「御
硯
厘
」

を
置
き
、
「手
跡
の
厘
」
を
奉
り
、
そ

の
後

「横
笛
」
と

「和
琴
」
が
献
上
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
横
笛
の
箱
は
承
和

の
遺
物

で
あ
る
と

の
説
明
も
あ
る
が
、

「不
知
記
」
と
対
照
さ
せ
れ
ば
、
硯
、
笛
、
琴
が

一
致
す
る
。
残
り
は
、
『御
記
』

で
い
う

「手
跡
の
厘
」
、
「
不
知
記
」

で

い
う

「御
本
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

「御
本
」
と
は
何
を

い
う
の
だ
ろ
う
か
。
次

に
あ
げ
る
の
は
、
『西
宮
記
』
献
物
事

で
あ
る
。

献
物
事

御
遊
之
次
、
献
琴

・
笛

・
手
本
等
時
、
王
卿
各
執
列
居
御
前
。
難
無
間

人
、

一
々
奏
其
物
名
。
其
詞
多
加
御
字

〈
東
乃
御
琴
類
也
〉

御
遊
の
次
、
琴

・
笛

・
手
本
等
を
献
ず
る
時
、
王
卿
各
執
り
て
御

前
に
列
居
す
。
問
ふ
人
無
し
と
錐
も
、

一
々
其
の
物
名
を
奏
す
。

其
詞
多
く
御
字
を
加
ふ

〈
東
の
御
琴
の
類
也

〉

(『西
宮
記
』
巻
八

・
臨
時
乙

・
献
物
事
)

献
物
で
の
献
上
品
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
「
琴

・
笛

・
手
本
等
を
献
ず
」

と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
藤
花
宴
で
献
上
さ
れ
た

「御
本
」
と
は
、

「手
本
」

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
撃

そ
し
て

『御
記
』
の
記
述
を
勘
案
す
れ
ば
・

手
本
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
和
歌
が
あ
り
、
そ
れ
に
付
す
た
め
に
右
大
将

定
国
が
題
を
献
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
殊
更
に

「手
跡
の
厘
」
と
断

っ
て
い
る
の
も

そ
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
箱
に
収
め
ら
れ
、
硯

・
和
琴

・
横
笛

と
と
も
に
天
皇
に
献
上
さ
れ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『御
記
』

の

「御
硯
匝
を
置
き
、
手
跡
の
厘
を
奉
る
」
と

い
う
文
脈
か
ら
、
こ
こ
で
、
改
め
て

手
本
と
し
て
の
和
歌
が
書
か
れ
た
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
で
あ

っ
て
も
、

こ
の
時
点
で
和
歌
ば
献
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
披
講
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ

れ
ら
の
献
上
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
4
の
酒
宴
と
音
楽
に
移
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

橋
本
氏
の
よ
う
に
、
3
と
4
は

一
連
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
別
個
に

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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4

献
上
の
後
、
宴
飲
。

『御
記
』
で
は
、
飲
酒
と
音
楽
の
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
る
が
、
「
不
知
記
」

で

は
、
「紙
筆
を
給
ふ
。
序
を
献
ず
。
御
弾
琴
。
大
臣
唱
歌
を
奏
す
」
と
あ
り
、
後

半
の

「御
弾
琴
。
大
臣
唱
歌
を
奏
す
」
は

『御
記
』
で
い
う

「管
絃
歌
舞
乱
る
」

に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
半
の

「紙
筆
を
給
ふ
。
序
を
献
ず
」
に

つ
い
て

だ
が
、
こ
れ
は
、
通
常
の
宴
で
あ
れ
ば
、
漢
詩
か
和
歌
の
詠
作
の
た
め
の
行
為
で

あ
る
。天

皇

出

御

。

…

…

、

王

卿

参

入

…

…

、

謝

座

・
謝

酒

了

、

昇

着

座

。

…

…

。

内

蔵

寮

給

紙

筆

。

…

…

、

内

弁

起

奏

云

、

題

令

進

。

…

…

、

召
参

議

、

仰

可

召

博

士

由

く
召

某

朝

臣

也

V。

参

議

立

南

橿

召

。

博

士

等

参

進

。
.…

…

、

内

弁

仰

云

、

題

進

〈
礼

〉。

…

…
。

両

人

書

題

奉

内

弁

〈
載

一
紙

〉。
内

弁

奏

聞

。

…

…
、

内

弁

還

座

令

書

進

奏

之

〈
今

般

問

序

者

〉。

…

…

、

漸
献

文

。

…

…

天

皇

出

御

。

…

…

、

王
卿

参

入

…

…

、

謝

座

・
謝

酒

了

り

て

、

昇

り

て

着

座

。

…

…

。
内

蔵

寮

紙
筆

を

給

ふ
。

…

…

、
内

弁
起

ち

て
奏

し

て

云

ふ

、

題
進

ら

し

め

よ

。

…

…

、

参

議

を

召

し

、

博

士

を

召

べ
き

由

を

仰

す

く
某

朝

臣
を

召

す

也

V、

参

議

南

橿

に

立

ち

て
召

す

。

博

士

等

参

進

。

…

…

、

内

弁

仰

せ

て

云

く

、

題

進

れ

、

と

。

…

…

。

両
人

題
を

書

き

て

内

弁

に

奉

る

く
一
紙

に
載

す

V。

内

弁

奏

聞

す

。

…

…

、

内

弁

座

に

還

り

て

書

き

進

ら

し

め

て

こ

れ

を

奏

す

〈
今

般

序

者

を

問

ふ

〉
。

…

…

、

漸

く

文

を

献

ず

。

…

…

(
「
西
宮

記

』

巻

五

・
年

中

行

事

・
九

日
宴

)

こ
れ
は
、
九
月
九
日
重
陽
宴
の
儀
式
次
第
で
あ
る
が
、
傍
線
部
を
中
心
に
見
れ

ば
、
紙
筆
を
賜
り
、
題
が
献
上
さ
れ
、
序
者
が
誰
か
と
尋
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
に
続

い
て
、
漢
詩
が
作
ら
れ
披
講
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
藤
花
宴

で
い
う

「紙
筆
を
給
ふ
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
後
に
漢
詩
あ
る
い
は
和
歌
の
詠
作

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
藤
花
宴
で
作
ら
れ
た
の
が
、
漢
詩
な
の
か
和
歌
な
の
か
は
厳
密
に

は
不
明
で
あ
る
。
先
に
和
歌
の
手
本
が
献
上
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
和
歌
で
あ
る
可

ハま

能
性
は
高
く
、
ひ
と
ま
ず
は
、
和
歌
が
作
ら
れ
た
と
理
解
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
橋
本
氏
は
、
「不
知
記
」
に
見
え
る

「大
臣
唱
歌
を
奏
す
」
の
部

分
を

「
天
皇
自
ら
の
弾
琴
に
よ

っ
て
、
大
臣
に
よ
る
唱
歌

(恐
ら
く
御
製
の
披
露
)

が
奏
上
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
「唱
歌
」
を
御
製
の
披
講
と
理
解
し
て
い
る
の
だ

が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
「
唱
歌
」
は
、
琴
や
笛
な
ど
の
譜
を
口
で

ハむ

歌
う

「そ
う
が
」
で
あ
ろ
う
。
藤
花
宴
で
は
、
「御
弾
琴
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

醍
醐
が
琴
を
弾
き
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
時
平
が
唱
歌
を
奏
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
醍
醐
が
弾

い
て
い
る
琴
は
、
時
平
が
献
上
し
た
和
琴
だ
と
思
わ
れ
る

が
、
つ
ま
り
は
、
「不
知
記
」
で
記
さ
れ
る

「
唱
歌
を
奏
す
」
と
い
う
の
も
、
和

歌
の
披
講
を
示
す
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
不
知
記
」
で
は
、
「
紙
筆
を
給
ふ
」
と
、
和
歌
詠
作
を
推
測
さ
せ
る
言
辞
は

あ
る
も
の
の
、
披
講
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
自
体

も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
『御
記
』
に
は
、
こ
の
和
歌
披
講
に
関
わ
る
と

思
わ
れ
る
記
事
が
、
ま

っ
た
く
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

醍
醐
は
、
手
本
と
し
て
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
右
大
将
が
題
目
を
献
じ
た
こ
と
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な
ど
詳
し
く
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
後

に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
和
歌
披
講
に
つ

い
て
は

一
切
記
さ
ず
、
飲
酒
と
音
楽
の
み
を
記
す
の
で
あ
る
。

手
本
と
し
て
の
和
歌
は
、
和
琴
や
横

笛
と
同
じ
く
献
上
品
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
藤
花
宴
が
時
平
に
よ
る
献
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
時
平
に
よ
っ
て
天
皇
に
献

上
さ
れ
る
品
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
醍
醐
は
そ
の
詳
細
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
和

歌
の
題
目
を
右
大
将
定
国
が
献
じ
た
こ
と
や
、
横
笛
の
箱
が
承
和
の
遺
物
で
あ
る

こ
と
を
記
す

の
は
、
献
上
品
を
嘉
納
す
る
立
場
と
し
て
の
醍
醐
を
表
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
和
歌
披
講
に
つ
い
て
は
、
醍
醐
は
、
何
も

記
さ
な
い
の
で
あ
る
。
献
上
品
と
し
て
の
、
物
品
と
し
て
の
和
歌
は
、
こ
の
場
の

性
格
が
献
物
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
以
上
、
記
す
必
要
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

以
外

の
和
歌
詠
作
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
興
味
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
、
『御
記
』
だ
け
を
見
る
と
、
こ
の
藤
花
宴
で
和
歌
披
講
が
行
わ
れ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
「不
知
記
」
と
対
照
さ
せ
て
漸
く

和
歌
披
講
が
行
わ
れ
た
か
も
知
れ
な

い
と

い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
だ
け
な
の
で

あ
る
。
醍
醐
が
、
和
歌
披
講
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
い
い
過
ぎ
で

あ
ろ
う
か
。

5

所

(楽
所
か
V
の
楽
器
を
召
し
て
奏
楽
。

ハ
レ
リ

所

(楽
所
か
)
か
ら
楽
器
を
召
し
て
、
時
平
が
大
鼓
、
敦
固
親
王
と
藤
原
忠
房

が
横
笛
を
奏
し
た
記
事
だ
が
、
敦
固
親
王
は
醍
醐
の
同
母
弟
。
こ
の
年
の
二
月
三

日
に
元
服
し
て
い
る

(『
日
本
紀
略
』
同
日
条
)。
忠
房
は
、
『歌
式
』
作
者
浜
成

の
末

商

で
、

(18
)

で
も

あ

る

。

6

天

皇

、

こ

こ

は

、

に
述

べ
る

。

こ
の
家
系
は
、
管
絃
の
家
で
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
宇
多
天
皇
の
近
臣

平
座
に
移
り
、
時
平
の
舞
あ
り
。
中
宮
、
銀
籠
を
出
す
。

『
御
記
』
に
は
記
さ
れ
な

い
部
分
で
あ
る
が
、
橋
本
氏
は
次
の
よ
う

藤
花
の
宴
の
宴
座
を
お
わ

っ
て
、
平
座
に
移
行
し
て
い
る
。
普
通
平
座
は
略

儀
の
宴
遊
で
、
天
皇
の
出
御
は
な
い
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
が
、
…
…

橋
本
氏
は
、
「平
座
」
を
天
皇
不
出
御

の
儀
礼
を

い
う
も

の
と
し
て
理
解
し
て

い
る
が
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
く
、
本
来
の
、
床
に
敷
い
た
敷
物
の
座
の
意
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
は
、
天
皇
は
飛
香
舎
の
廟
の
椅
子
に
座

っ
て
藤
花
宴
に

臨
ん
で
い
た
の
が
、
母
屋
内
に
移

っ
た
こ
と
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
藤
花
宴

で
天
皇
が
椅
子
に
座
し
て
い
た
と
い
う
記
事
は
な

い
が
、
後
の
例
で
は
あ
る
が
、

天
暦
三
年
の
藤
花
宴
で

「飛
香
舎
に
於
て
藤
花
宴
有
り
。
殿
上
の
御
椅
子
を
以
て

南
廟
に
立

つ
」

(『西
宮
記
』
臨
時
三

・
宴
遊

・
藤
花
宴
)
と

い
う
記
録
も
あ
る
。

延
喜
二
年
も
同
様
で
、
そ
こ
か
ら
母
屋
の
座
に
移

っ
た
と
い
う

の
が
、
こ
の
部
分

の
内
容
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
時
平
が
舞

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
出
る

中
宮
は
、
橋
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
宇
多
の
后
で
醍
醐
の
養
母
で
も
あ
る
、

藤
原
温
子
で
あ
ろ
う
。
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7

賜
禄
。

列
座
し
た
群
臣

へ
の
賜
禄
が
あ
り
、
宴
が
終
了
す
る
。

三

、

藤
花
宴
の
記
録
を
読
ん
で
き
た
。
延
喜

二
年
の
藤
花
宴
は
、
和
歌
が
公
的
地
位

を
獲
得
し
た
場
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
開
催
目
的
が
時
平
の
献
物

で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
献
物
の
持

つ
私
的
性
格
、
ま
た
、
献
物
で
あ
る
以
上
、

こ
の
宴
の
趣
向
が
時
平
か
ら
出
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
藤
花
宴

を
、
晴
の
場
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
と

思
わ
れ
る
。
和
歌
の
公
的
地
位
獲
得
を
象

徴
す
る
場
と
は
い
い
難

い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
「延
喜
御
記
』
の
記
述

に
は
、
醍
醐
が
和
歌
に
対
し
て
積
極
性

を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
節
も

見
出
せ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
冒
頭
に
あ
げ
た
諸
氏
の
見
解
は
訂
正
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
藤
花
宴
に
お
い
て
も
、
和
歌
が
公
的
な
地
位
を
獲
得
し
た
と

は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
熊
谷
氏
の
論
で
、
こ
の
藤
花
宴
の
開
催
時

期
を

「醍
醐
天
皇
-
時
平
-
撰
者
と
結
ば
れ
た
、
和
歌
勅
撰
の
事
業
の
機
運
が
盛

り
上
が

っ
て
い
た
頃
」
と
さ
れ
る
が

、
「御
記
』
の
記
述
に
和
歌
披
講
が
な
い
こ

と
が
、
や
は
り
気
に
掛
か
る
。
醍
醐
自
身
に
和
歌
に
対
す
る
興
趣
が
強
く
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
と
ま
で
い
い
切
る
の
は
難
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
醍

醐
の
和
歌

へ
の
積
極
的
な
興
趣
を
読
み
と
る
こ
と
も
ま
た
難
し
い
と
思
う
の
で
あ

る
。
時
平
に
つ
い
て
は
、
和
歌
を
献
上
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
意
志
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
を
財
物
と
し
て
嘉
納
す
る
立
場
の
醍
醐
に
ま
で

そ
う
し
た
意
識
を
見
出
す
こ
と
は
困
難

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
.

こ
の
藤
花
宴
で
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
和
歌
が
現
存
す
る
。
先
学
の
指
摘
も
含

め
、
醍
醐
朝
の
藤
花
宴

で
の
作
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、

一
覧
す
る
。

1234

延
喜
御
時
、
飛
香
舎
に
て
藤
の
花
の
宴
侍
り
け
る
時
に

小
野
宮
太
政
大
臣

う
す
く
こ
く
み
だ
れ
て
さ
け
る
藤
の
花
ひ
と
し
き
色
は
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

(『拾
遺
和
歌
集
』
夏

・
86
↓

『拾
遺
抄
』
雑
上

・
魏
、
『清
慎
公
集
』
1
)

延
喜
御
時
、
藤
壷
の
藤
の
花
宴
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
、
殿
上
の
を
の
こ
ど

も
う
た
つ
か
う
ま

つ
り
け
る
に

皇
太
后
宮
権
大
夫
国
章

ふ
ち
の
花
宮
の
内
に
は
紫
の
く
も
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

　

(「拾
遺
和
歌
集
』
雑
春

・
導

『拾
遺
抄
』
雑
上

・
姻
)

飛
香
舎
に
て
、
藤
花
宴
侍
り
け
る
に

延
喜
御
歌

か
く
て
こ
そ
見
ま
く
ほ
し
け
れ
万
代
を
か
け
て
に
ほ
へ
る
藤
浪
の
花

(「新
古
今
和
歌
集
』
春
下

・
塒
)

延
喜
御
時
、
ふ
ち
つ
ぼ
に
て
は
な
の
宴
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
よ
み
た
ま

へ

り
け
る

君
ま
せ
ば
く
も
ゐ
に
に
ほ
ふ
ふ
ち
の
花
こ
こ
に
た
ち
ま
ひ
を
ら
ん
と
は
お
も

ふ

(「一二
条
右
大
臣
集
』
5
↓

『新
続
古
今
和
歌
集
』
春
下

・
窟
)
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藤
花
の
宴
せ
さ
せ
た
ま
け
る
と
き
よ
ま
せ
た
ま
け
る

延
喜
の
み
か
ど
の
お
ほ
み
う
た

5

む
ら
さ
き
に
に
ほ
ふ
藤
波
立
ち
か

へ
り
け
ふ
の
名
残
は
あ
す
そ
と
ふ
べ
き

右
兵
衛
の
か
み
兼
茂
の
朝
臣

6

む
ら
さ
き

の
い
と
か
け
み
だ
り

さ
く
花
も
を
る
人
な
く
は
に
ほ
は
ざ
ら
ま

し

藤
原
の
敏
行
の
朝
臣

7

藤

の
花
か
ぜ
ふ
か
ぬ
よ
は
む
ら
さ
き

の
く
も
た
ち
さ
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
そ
見

る

(『秋
風
和
歌
集
』
春
下

・
20
～
21
。
敏
行
歌
↓

『新
千
載
和
歌
集
』
春
下

・
79
)

1
■

¶
■

1

以
上
の
七
首
が
、
醍
醐
朝
の
藤
花
宴
歌
と
し
て
管
見
に
入
っ
た
も

の
で
あ
る
。

1
の
作
者

・
藤
原
実
頼
は
、
昌
泰
三
年
生

で
、
延
喜
二
年
に
は
三
歳
で
あ
り
、

こ
の
藤
花
宴

へ
の
参
加
は
不
可
能
で
あ
る
。
但
し
、
醍
醐
朝
の
末
年
延
長
七
年

に
は
三
十

一
歳
で
あ
り
、
醍
醐
朝
後
半
に
お
い
て
藤
花
宴
が
開
催
さ
れ
て
い
れ

ば
、
参
加
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
、
こ
の
歌
の
存
在
は
、
醍
醐
朝
に
お
い

て
、
延
喜
二
年
以
外
に
も
藤
花
宴
が
開
か
れ

て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
と

い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
2
の
作
者

・
藤
原
国
章
は
、
寛
和
元
年
六
月
二
十
三
日

に
亮
じ
て
い
る
が
、
『日
本
紀
略
』
に
よ
れ
ば
、
「六
十
七
。
或
七
十
五
」
と
嘉

年
に
異
説
が
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば

、
生
年
は
、
延
喜
十

一
年
で
あ
り
、
後
者

で
あ
れ
ば
、
延
喜
十
九
年
と
な
る
σ

い
ず
れ
に
し
て
も
、
延
喜

二
年
に
は
生
誕

前
で
、
藤
花
宴
に
参
加
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
醍
醐
朝
末
年
に

お

い
て
も
、
延
喜
十

一
年
生
で
あ

っ
た
と
し
て
も
二
十
歳
で
あ
り
、
醍
醐
朝

で

の
藤
花
宴
の
参
加
は
、
や
は
り
難
し
か
ろ
う
。
『拾
遺
和
歌
集
』
の
詞
書
か
、
作

者
名
の
誤
り
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4
の
藤
原
定
方
は
、
貞
観
十
五
年
生
で
延
喜
二
年
に
は
三
十
歳
で
、
従
五
位
上

左
少
将

(『
公
卿
補
任
』
延
喜
九
年
参
議
定
方
尻
付
)、
6
の
藤
原
兼
茂
は
、
生
年

は
未
詳
だ
が
、
延
喜
二
年
に
従
五
位
上

(『公
卿
補
任
』
延
喜
二
十
三
年
参
議
兼

茂
尻
付
)
で
、
こ
の
二
人
の
歌
は
延
喜
二
年
の
藤
花
宴
時
の
も
の
で
あ

っ
た
可
能

性
を
残
す
。

7
の
藤
原
敏
行
に
つ
い
て
は
少
し
く
問
題
が
あ
る
。
敏
行
の
卒
年
に
は

『古
今

和
歌
集
目
録
』
に

「延
喜
七
年
卒
。
家
伝
に
云
ふ
、
昌
泰
四
年
卒
」
と
異
説
が
あ

り
、
延
喜
七
年
卒
な
ら
ば
こ
の
藤
花
宴
に
参
加
は
可
能
だ
が
、
昌
泰
四
年
卒
な
ら

不
可
能
で
あ
る
。
『古
今
和
歌
集
』
哀
傷

・
棚
に

「
藤
原
敏
行
朝
臣
の
身
ま
か
り

に
け
る
時
に
よ
み
て
か
の
家
に
つ
か
は
し
け
る
」
と

い
う
詞
書
で
紀
友
則
の
歌
が

あ
り
、
『古
今
和
歌
集
』
哀
傷

・
㎜
、
鵬
に
は
、
友
則
の
卒
を
悼
む
貫
之

・
忠
岸

の
歌
が
あ

っ
て
、
友
則
は
、
『古
今
和
歌
集
』
完
成
時
に
は
卒
し
て
い
た
ら
し
い
。

従

っ
て
敏
行
の
死
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
、
昌
泰
四
年
没
年
説
の
可
能
性
が
高

い
。

つ
ま
り
、
敏
行
は
延
喜
二
年
の
藤
花
宴
に
は
参
加
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
敏
行
の
歌
の
存
在
は
、
延
喜
二
年
以
前
に
醍
醐
朝
で
藤
花
宴
が
開
か
れ
て

節
)

い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
、
通
説
で
は
、
実
頼

・
国
章
以
外
は
、
延
喜
二
年
の
藤

花
宴
で
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
醍
醐
朝
に
開
催
さ
れ
た
藤
花
宴
の
記
録

が
、
こ
の
時
の
も
の
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
頼
の
歌
、
あ
る
い
は

敏
行
の
歌
の
存
在
は
、
醍
醐
朝
に
お
い
て
、
延
喜
二
年
以
外
で
も
藤
花
宴
が
開
か
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)

れ
て
い
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
と

い
う

こ
と
は
、
こ
の
時
の
作
と
さ
れ
て
い
る
醍

醐

・
定
方

・
兼
茂
の
作
も
、
延
喜
二
年
以
外
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
こ

と
に
な
る
。
も

っ
と
も
、
醍
醐
の
歌
は

二
首
現
存
し
、
こ
の
こ
と
も
延
喜
二
年
以

外
の
藤
花
宴
の
存
在
を
物
語
ろ
う
。
こ

の
辺
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
考
証
が

困
難
で
あ
り
、
外
部
徴
証
が
な
い
限
り
結
論
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
延
喜
二
年
の

藤
花
宴
で
作
ら
れ
た
と
確
実
に
断
定

で
き
る
和
歌
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
藤
花
宴
開
催
直
後

に
編
纂
さ
れ
た

『古
今
和
歌
集
』
に
は
、

こ
の
時
の
歌
は
収
載
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加

え
て
い
こ
う
。

四

、

延
喜
二
年
藤
花
宴
の
歌
と

の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

『古
今
和
歌
集
」
に
つ
い
て
は
、

〔
21
}

村
瀬
敏
夫
氏
に
次

も
し
仮
に
、
藤
花
宴
以
前
に
撰
集

の
命
が
下

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
藤
花
宴

で
和
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
当
時

と
し
て
は
珍
し
い
和
歌
勅
撰
の
業
を
推
進

す
る
た
め
の
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
卑
官
の
撰
者
ら
は
そ
の
場
に
出
席
し

な
く
と
も
、
当
日
の
記
録
を

『古

今
集
』
の
撰
集
資
料
と
し
て
付
与
さ
れ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
る
に

『
古
今
集
」
に
こ
の
藤
花
宴
歌
が

一
首
も
採

ら
れ
て
い
な

い
の
は
、
や
は
り
藤

花
宴
以
後
に
撰
者
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
、
藤
花
宴
が
契
機
と
な

っ
て
撰
集
の
業
が
計
画
さ
れ
た
と
見

て
よ

か

ろ
う

。

村
瀬
氏
は
、
藤
花
宴
の
和
歌
が

『古
今
和
歌
集
』
に
載
ら
な
い
こ
と
を
、
撰
者

の
任
命
時
期
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
が
、
撰
者
の
任
命
が
藤
花
宴
の
後
だ
か

ら
藤
花
宴
の
和
歌
が
撰
集
資
料
と
し
て
付
与
さ
れ
ず
、
『古
今
集
』
に
載
ら
な
い

と
い
う
論
法
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
考
え
方
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
撰
者
任

命
後
の
資
料
し
か
、
古
今
撰
者
の
手
元
に
は
な
い
と
い
う
前
提
が
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
藤
花
宴

の
和
歌
が

『古
今
和
歌
集
』
に
載
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

別
の
理
由
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

村
瀬
氏
や
前
掲
熊
谷
氏
は
、
こ
の
宴
が
契
機
と
な

っ
て
勅
撰
和
歌
集
が
編
纂
さ

れ
た
と
推
測
す
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
時
の
和
歌
は
当

然
入

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
両
氏
と
も
に
、
こ
の
藤
花
宴
を
公
的

な
歌
会
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
歌
も
公
的
な
和
歌
と

な
り
、
『古
今
和
歌
集
』
に
入
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な

い
。
特
に
、
先
に
あ

げ
た
醍
醐
天
皇
の
歌
が
、
も
し
こ
の
時
の
も
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
撰
者
は

『古
今

和
歌
集
」
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
歌

は

一
首
も
入
集
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
村
瀬
氏
が
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い

(
22
)

る
。
村
瀬
氏
は
、
古
今
集

の
作
者
の
身
分
を
調
査
し
、
古
今
成
立
時
の
存
命
者
に

つ
い
て
、
公
卿
二
人
、
四
位
四
人
、
五
位
九
人
、
六
位
以
下
二
二
人
、
物
故
者

天
皇
二
人
、
親
王
二
人
、
公
卿
七
人
、
四
位
四
人
、
五
位
十
五
人
、
六
位
以
下
十

一
人
と
考
証
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
物
故
者
の
場
合
は
、
各
階
層
の
入
集
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
対

数
に
応
じ
て
比
較
的
均
等
化
さ
れ
て
い
る
の
に
、
存
命
者
で
は
、
そ
れ
が
か

な
り
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
な

っ
て

い
る
。
…
…
、
こ
と
に
公
卿
に
つ
い
て
い
え

ば
、
延
喜
五
年
の
公
卿
は
十
五
人
で
あ
る
が
、
入
集
し
た
の
は
わ
ず
か
に
二

人
に
す
ぎ
な

い
、
勅
撰
集
に
宮
廷
歌
人
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
性
格
が

要
求
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
重

臣
た
ち
の
非
協
力
は
何
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

氏
は
、
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
に
、
重
臣

・
貴
族
た
ち
の
非
協
力
的
態
度
を
読

み
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
氏
も
様
々
な
考
察
を
加
え

て
い
る
が
、
や
は
り
、
和
歌
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
故
者
に
つ
い
て
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
存

命
者
で
公
卿
層
の
歌
が
入
ら
な
い
の
は
、
撰
者
の
意
図
で
は
な
く
、
公
卿
層
自
体

が
入
集
を
拒
ん
だ
と
解
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
も
し
、
醍
醐
天
皇
が
和
歌
を
推
奨
し

て
い
た
の
な
ら
、
公
卿
達
の
態
度
も
違

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
醍
醐
自
身
の
和
歌
も

『古
今
和
歌
集
』
に
は
載
ら
な

い
の
で
あ
る
。

延
喜
二
年

の
藤
花
宴
に
つ
い
て
も
、
王
卿
侍
臣
が
参
加
し
て
お
り
、
恐
ら
く
彼

等
の
和
歌
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
古
今
勅
撰
直
前
の
こ
と
な
の
に
、

そ
れ
ら
は
入
集
し
な
い
。
公
卿
層
が
、
あ
る
い
は
醍
醐
が
和
歌
に
対
し
て
積
極
的

で
あ

っ
た
な
ら
、
こ
の
時
の
和
歌
は

『古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
て
も
お
か

し
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
物
故
者

の
作
者
層

の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
も
、
撰
者

た
ち
は
、
現
存
公
卿
層
の
和
歌
を
入
集
さ
せ
よ
う
と
考
え

て
い
た
と
思
わ
れ
る
か

ら
、
公
卿
層
の
拒
否
が
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
和
歌
を
載
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

醍
醐
朝
は
、
『古
今
和
歌
集
』

の
勅
撰
も
あ
り
、
和
歌
が
公
的
な
地
位
を
獲
得

し
た
時
代
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

『古
今
和
歌
集
』

の
作
者
層

を
見
れ
ば
、
村
瀬
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
貴
族
た
ち
は
非
協
力
的
で
あ
り
、
醍
醐

も
同
じ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
当
時
の
公
的
な
文
学
が
漢
詩
文
で
あ
り
、
和

歌
は
私
的
な
も
の
だ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
勅
撰
和
歌
集
と
い
う
公
器

に
歌
を
載
せ
る
こ
と
を
、
公
卿
層
は
拒
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

藤
花
宴
に
論
を
戻
せ
ば
、
こ
の
藤
花
宴
は
、
時
平
に
よ
る
献
物
と
い
う
私
的
儀

礼
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
和
歌
が
披
講
さ
れ
た
よ
う
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
れ
も
、
こ

れ
が
私
的
な
儀
礼
だ
か
ら
可
能
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
勅
撰
和
歌
集
と

い
う
公
器
に
和
歌
を
載
せ
る
こ
と
に
は
否
定
的
な
公
卿
た
ち
も
、
私
的
な
場
で
あ

れ
ば
、
和
歌
を
詠
む
こ
と
も
可
能
だ
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

(凶
)

る

の

で
あ

る

。

お
わ
り
に

宇
多
朝
か
ら
醍
醐
朝
に
か
け
て
、
和
歌
勅
撰
の
気
運
が
高
ま

っ
て
い
っ
た
と

一

般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
私
は
考

え
て
い
る
。
延
喜
二
年
藤
花
宴
を
含
め
、
こ
の
辺
り
の
状
況
に
つ
い
て
は
別
に
述

露
)

べ
た
が
、
『古
今
和
歌
集
』
の
勅
撰
も
、
貴
族
社
会
全
体
が
盛
り
あ
が

っ
て
行
わ

れ
た
の
で
は
な
く
、
多
分
に
偶
然
性
を
孕
む
も
の
で
、
撰
者

の
地
位
の
低
さ
、
現

存
公
卿
の
和
歌
の
少
な
さ
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
期
待
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ
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た
も

の
で
は
な

い
と
考
え
る
。
『古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
は
、
勅
撰
と

い
う

こ
と

も
あ

っ
て
、
国
家
事
業
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
正
し
く
国
家

事
業
で
あ
れ
ば
、
醍
醐
の
和
歌
は
も
ち

ろ
ん
、
も
う
少
し
公
卿
た
ち
の
和
歌
の
入

集
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
検
討
し
た
藤
花
宴
は
、
『古
今
和
歌
集
』
勅
撰
の
直
前
に
開
催
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
和
歌
が
公
的
な
地
位

を
得
た
と
は

い
い
難

い
場
で
あ

っ
た
。
藤

花
宴
に
和
歌
が
登
場
し
た

の
も
、
そ
れ
が
私
的
な
場
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
宴
で
は
、
醍
醐
は
、
和

歌
を
物
品
と
し
て
嘉
納
す
る
立
場
に
い
た
。

あ
る
い
は
、
『古
今
和
歌
集
』
の
勅
撰
と

い
う
事
業
も
、
こ
の
藤
花
宴
と
同
様
で
、

醍
醐
に
と

っ
て
は
受
身
で
あ

っ
て
、
主
導
す
る
立
場
で
は
な
か

っ
た
と

い
え
る
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
藤
花
宴
は
、
そ
う

し
た
、
醍
醐
の
和
歌
に
対
す
る
意
識

・
立

場
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

注

(
1
)
山

口
博

氏

「
古
今
集

の
形
成
」

(
『
王
朝
歌

壇

の
研
究

宇
多
醍
醐
朱

雀
朝
篇
』
桜
楓

社

・
昭
和
四
十
八
年
)
。

(
2
)
村
瀬
敏

夫
氏

「
古
今

集

の
撰

進
」

(『
紀

貫
之
伝

の
研
究
』

桜
楓
社

・
昭
和

五
十

六

年
)
。

(
3
)

田
中
喜
美

春
氏

「
古
今
和
歌
集

の
形
成
」

(
『
王
朝
文
学
史
』
東
京

大
学
出
版
会

・
昭

和
五
十
九
年
)
。

(
4
)
木
村
茂
光
氏

「
藤
原
氏
と
文
人
貴
族
」

、(
『
「国
風
文
化
」

の
時
代
』
青
木
書
店

・
平
成

九
年
)
。

(
5
)
熊
谷
直
春
氏

「
古
今
集

の
選
集
過
程

に
つ
い
て
」

(
『
平
安
前

期
文
学
史

の
研
究
』
桜

楓
社

・
平
成
四
年
、
昭
和
四
十
四
年
初
出

)
。

(
6
)
橋
本

不
美
男
氏

「後
宮

曲
宴

と
和
歌
」

(『
王
朝
和
歌

資
料

と
論
考

』
笠
間
書
院

・

平
成
四
年
、
昭
和
四
十

八
年
初
出
)
。
以
下
、
橋
本
氏

の
見
解
は

こ
の
論
文
に
よ
る
。

(
7
V
底
本

「
逢
」
に
作
る
。

(
8
)
底
本

「
同
」

に
作
る
。

(
9
)

目
崎
徳

衛
氏

「
平
安
時

代
初

期
に
お
け
る
奉
献
-

貴
族
文
化
成
立
論

の

一
視
覚

と
し

て
ー
」

(『
平
安
文
化
史
論
』
桜
楓
社

・
昭
和

四
十
三
年
、
昭
和
四
十

一
年
初

出
)
。

(
10
)

こ
の
時
、
穏

子

に
は

子
供
が

い
な

い
が
、
天
皇

の
子
を
産
ん
だ

女
性

を

「御
息

所
」

と
呼
ぶ
と

い
う

理
解
が
誤
解

で
あ

る
こ
と
、
「
御
息

所
」
が
漢
語

「女
御
」

の
和

語
に

当
た
る
こ
と
な
ど
、
増

田
繁
夫
氏

「
女
御

・
更
衣

・
御
息
所

の
呼
称
-

源
氏
物
語
の
後

宮
「
」

(『
源
氏
物

語
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘

文
館

・
平
成
十

四
年
、
昭
和
五
十
六
年
初

出
)
に
指
摘
が
あ

る
。

(
11
)
萩
谷
朴

氏

「
平
安
朝
歌
合

の
分
類
」

(『
平
安
朝
歌
合

大
成

十
』
同

朋
舎
出
版

・
昭

和
五
十

四
年
復

刊
)
、
工
藤
重
矩
氏

「後
撰
和
歌
集

の
性

格
」

(『
平
安
朝
和

歌
漢
詩
文

新

考

継
承

と
批

判
』

風
間
書
房

・
平
成
十

三
年
、
平
成

六
年
初

出
)
。

(12
)
拙
稿

「儀
式

の
場
と
和
歌

の
地
位
-

天
徳
内
裏

歌
合

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(
『和
歌
を
歴

史
か
ら
読
む
』
笠

間
書
院

・
平
成
十

四
年
)
。

(
13
)
工
藤
重

矩
氏

「解

題
」

(『後

撰
和
歌
集
』
和
泉
書
院

・
平
成
四
年
)
参
照
。

(
14
)
橋
本
氏
は
、
「
不
知
記
」
の
こ
の
部
分
を

「
書
籍

・
楽
器

・
硯
に
至
る
貢
物
」
と

い
い
、

「
御
本

」
を

「
書

籍
」

と
解
釈
し

て
い
る
が
、

そ
れ
と

「
飛
香
舎
藤
花
和
歌
」
と

い
う

題
目
と
の
関
係

に

つ
い
て
は
不
問
に
付
し
て

い
る
。

(15
)
も
ち

ろ
ん

、
序
の
み
が
献
上

さ
れ
、
和
歌
披
講

が
な
か

っ
た
可
能
性
も
あ

る
。
そ

の

場
合

、
こ
の
藤
花
宴

は
和
歌
会

で
は
な
く
な
る
。
以
下
は
、
和
歌
披
講

が
行
わ
れ
た
と

仮
定

し
て
の
論
述

で
あ

る
。

(
16
)
「
唱
歌
」

に

つ
い
て
は
、
山

田
孝
雄
氏

『源
氏
物

語
の
音
楽
』

(宝
文
館
出
版

・
昭
和
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四
十

四
年
復

刊
)
を
参
照
。

(
17
)
楽
所

の
管

絃
者

の
奏
楽

は
、
雅
楽
寮
と
比
較
す

る
と
私
的

で
あ
る
。
詳
細
は
、
有
吉

恭
子
氏

「楽

所

の
成
立
と
展
開
」

(史
窓

29

・
昭
和

四
十
六
年
三
月
)
参
照
。

こ
こ
は
、

楽
所

の
管
絃
者

の
奏
楽

で
は
な

い
が
、

こ
の
点
も
、

こ
の
藤
花
宴

の
私
的
性
格

を
示
す

か
も
知
れ
な

い
。

(
18
)
忠
房

に

つ
い
て
は
、

工
藤
重
矩

氏

「
藤

原
忠

房
-

歌
合
判
者

の
資

格
1
」

(
『平
安
朝

律
令
社
会

の
文
学
』

ぺ
り
か
ん
社

・
平
成
五
年
V
参
照
。

(
19
)
な
お

、
敏

行

の
没
年
と

こ
の
藤

花
宴

に

つ
い
て
は
、
村
瀬
敏

夫
氏

「
藤
原
敏
行
伝

の

考
察
」

(『
平
安

朝
歌
人

の
研
究
』
新
典
社

・
平
成
六
年
、

昭
和

四
十
六
年
初

出
)
を
も

参
照
。
.

(
20
)

1
に

つ
い
て
、
岩
波
新

日
本
古

典
文
学
大
系

『
拾
遺
和
歌
集

』
の
脚
注

で
は

「
延
喜

二
年

(九
〇
二
)
三
月

二
十
日

の
宴
が
知

ら
れ

る
が
、

こ
の
時
作

者
は

三
歳

で
、
歌
を

詠
む

の
は
無
理
か
。
村
上
朝

の
天
暦
三
年

(九

四
九
)

四
月

十
二
日

の
宴
も

盛
儀
で
あ

っ
た
」

と
、

2
に

つ
い
て
は

「
延
喜

二
年

(九

〇
二
)
三
月

二
十
日
の
藤
花

宴

(日
本

紀
略
)
で
詠
ま
れ
た
と
す
る
と
、
作
者
藤

原
国
章
は
年
齢

が
合

わ
な

い
。
村

上
天
皇
御

代
、
天
暦
三
年

(九
四
九
)
四
月
十

;
日
の
藤
花
宴

に
詠
ま
れ

た
歌

か
」

と

い
う

。
新

大

系

で
は
村

上
朝

の
藤
花
宴

歌

で
あ
る
可
能
性
を
探

っ
て

い
る
の
で
あ

ろ
う

が
、
2

の

国
章
は
と
も
か
く
、

1
に

つ
い
て
は
、
記

録
に
残
ら
な

い
ま

で
も

醍
醐
朝

に
別
途
藤
花

宴
が
あ

っ
た
と
理
解
す
る

べ
き
で
あ
ろ
う

。

(
21
)
村
瀬
敏
夫
氏

「古

今
集
の
撰
進
」

(前
掲
著
)
。

(
22
)
村
瀬
敏

夫
氏

「
古
今
集

と
貴

族
社
会
」

(
『
古
今
集

の
基
盤

と
周
辺
』
桜
楓
社

・
昭
和

四
十
六
年

、
昭
和
三
十
九
年
初
出
)
。

(
23
)
な
お

、
目
崎
氏
前
掲
論
文

に
は
、

こ
の
藤

花
宴

に
触
れ

て
で
は
な

い
が
、
献

物
と

い

う

非
公
式
的
場
が
、
和
歌

の
命
脈
を
保

つ
貴
重
な
機
会

で
あ

っ
た
と

の
指
摘
も
あ

る
。

(
24
)
拙
稿

「宇

多

・
醍
醐
朝

の
歌

壇
と
和
歌

の
動
向
」

(
『古
今

和
歌
集
研
究
集
成

1

古

今
和
歌
集

の
生
成
と
本
質
』
風
間
書
房

・
平
成
十
六
年
)
。

引

用
本
文
は
、
『
河
海
抄
』
は
、
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
』
、
『
西
宮

記
』
は
、
大
永
本
も

含
め

『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
』
に
よ

っ
た
。
字
体
は
通
行

の
も

の
に
改
め
、
訓
点
等
は
省

略
し

て
い
る
。
和
歌

は
、

『新

編
国
歌
大
観

』

に
よ
る
が
、
表
記
は
改

め
た
場
合
が
あ

る
。

な
お
、
引
用
文
中
、
…
…
は
、
省

略
し
た
と

こ
ろ
、
〈

〉
は
割
注
を
表
す
。
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